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は
が
き
や
手
紙
が
苦
手
な
旧
友

知
人
か
ら
、
ど
う
い
う
わ
け
か
便

り
が
届
く
。

　
「
定
年
で
す
。
か
ね
て
の
念
願

ど
お
り
、
愛
用
の
シ
ョ
ウ
チ
ュ
ウ
と
文
庫

本
を
道
づ
れ
に
し
て
旅
に
出
て
い
ま
す
。

充
実
し
た
毎
日
。
初
秋
の
○
○
に
て
」

　

と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
簡
明
な
文
章

に
、
定
年
の
さ
わ
や
か
な
解
放
感
が

あ
ふ
れ
て
い
た
。

　

そ
う
い
え
ば
、
近
年
、
景
気
不
景

気
に
関
係
な
く
個
人
の
手
紙
が
ふ
え
て
い

る
。
こ
の
十
年
間
に
、
一
八
％
前
後
も
伸

び
て
い
る
と
関
係
者
は
い
っ
て
い
る
。

　

原
因
は
携
帯
電
話
な
ど
の
Ｅ
メ
ー
ル
に

あ
る
ら
し
い
。
Ｅ
メ
ー
ル
で
単
純
な
や
り

と
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
だ
け
で

は
十
分
意
を
つ
く
せ
な
い
。そ
こ
で
、よ
り

複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て

手
紙
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
簡
単
な
も
の

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
よ
り
複
雑
な
も
の
は
手

紙
で
と
使
い
分
け
が
広
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
し
い
手

紙
の
時
代
が
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

複
雑
な
こ
と
を
簡
単
に
し
た
名
人
が
い

る
。
明
治
の
作
家
の
斎
藤
緑
雨
で
あ
る
。

風
刺
の
き
い
た
評
論
で
も
知
ら
れ
て
い
た

が
、
文
筆
だ
け
の
生
活
は
や
は
り
苦
し

い
。「
筆
は
一
本
な
り
箸
は
二
本
な
り 
衆 

し
ゅ
う

 
寡  
敵 
せ
ず
」
と
、
そ
の
貧
乏
を
嘆
い
た
の

か 

て
き

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
緑
雨
か
ら
東
京
帝
国
大
学
教
授
の

上
田
万
年
の
と
こ
ろ
へ
手
紙
が
届
い
た
。

巻
紙
の
初
め
に
「
拝
啓
」
と
あ
り
、
あ
と

は
な
に
も
書
か
ず
に
白
紙
、
た
だ
「
草
々
」

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
Ｅ
メ
ー
ル
ど
こ
ろ

で
は
な
い
。
国
語
学
者
で
も
あ
る
上
田
万

年
先
生
は
、
こ
の
不
思
議
な
手
紙
を
し
ば

ら
く
見
つ
め
て
い
た
が
、
や
が
て
く
す
く

す
と
笑
い
な
が
ら
「
わ
か
っ
た
」
と
い
っ

た
と
い
う
。

　

手
紙
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
文
章
に

す
る
の
も
恥
ず
か
し
い
。
と
に
か
く
意
の

あ
る
と
こ
ろ
を
察
し
て
ほ
し
い

―

は
や
く
い
え
ば
「
お
金
を
つ
ご
う
し

て
ほ
し
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

い
い
た
い
こ
と
を
一
言
も
い
わ
ず
に
相
手

に
理
解
さ
せ
る
。
相
手
も
ま
た
そ
の
諧
謔

を
理
解
し
て
面
白
が
る
。
新
し
い
手
紙
の

時
代
と
い
っ
て
も
、
こ
う
は
い
く
か
ど
う

か
。

　

単
純
な
形
式
に
複
雑
な
内
容
を
盛
る
ほ

ど
難
し
い
も
の
は
な
い
。

（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト　

山
本
兼
太
郎
）
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政 策
　

我
が
国
の
社
会
経
済
情
勢
が
急
速
に
変

化
す
る
中
で
、
豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
女
性
も
男
性
も
互

い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分

か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の

個
性
と
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
が
不
可
欠
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
内
閣
府
に
お
け
る
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た
施
策

の
概
略
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

１
、
推
進
体
制

　

平
成
十
三
年
一
月
、
中
央
省
庁
等
改
革

に
お
け
る
内
閣
機
能
強
化
の
一
環
と
し

て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と
し
、
各
省
よ

り
一
段
高
い
立
場
か
ら
行
政
各
部
の
施
策

の
統
一
を
図
る
た
め
の
企
画
立
案
及
び
総

合
調
整
等
を
担
う
機
関
と
し
て
、
新
た
に

内
閣
府
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
内
閣
府
で

国
政
上
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
「
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
」
の
総

合
的
な
推
進
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
、
新
た

に
男
女
共
同
参
画
会
議
及
び
男
女
共
同
参

画
局
が
設
け
ら
れ
、
組
織
の
拡
充
が
図
ら

れ
た
。

　

ま
た
、
従
来
か
ら
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
円
滑

か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
内
閣

総
理
大
臣
を
本
部
長
と
し
、
全
閣
僚
か
ら

構
成
さ
れ
る
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
主
な
動
き
と

し
て
は
、
国
の
審
議
会
等
に
お
け
る
女
性

委
員
の
登
用
の
促
進
、
女
性
国
家
公
務
員

の
採
用
・
登
用
の
促
進
、
男
女
共
同
参
画

週
間
等
に
つ
い
て
本
部
決
定
を
行
っ
た
。

　

な
お
、
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策

を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
住
民
に
身

近
な
行
政
を
行
う
地
方
公
共
団
体
及
び
民

間
団
体
、
国
際
機
関
等
と
も
連
携
を
図
り

つ
つ
、
様
々
な
取
組
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

２
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

　

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
は
、
平
成

男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
の実現に向けて

内閣府男女共同参画局

十
一
年
六
月
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。
本

法
律
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に

関
し
、「
基
本
理
念
」を
定
め
、
並
び
に
国
、

地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
「
責
務
」
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
に
基
本
計

画
の
策
定
を
義
務
付
け
る
等
、
男
女
共
同

参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
「
施

策
の
基
本
と
な
る
事
項
」を
定
め
て
い
る
。

３
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に

基
づ
く
取
組
等

　

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
は
、
男
女
共

同
参
画
社
会
基
本
法
に
基
づ
き
、
平
成
十

二
年
十
二
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
本
計

画
は
、
一
一
の
重
点
目
標
を
掲
げ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、「
施
策
の
基
本
的
方
向
」

と
し
て
平
成
二
十
二
年
（
西
暦
二
〇
一
〇

年
）
ま
で
を
見
通
し
た
長
期
的
な
施
策
の

方
向
性
を
、
ま
た
、「
具
体
的
施
策
」
と

し
て
平
成
十
七
年
（
西
暦
二
〇
〇
五
年
）

度
末
ま
で
に
実
施
す
る
具
体
的
施
策
を
そ

れ
ぞ
れ
記
述
し
て
い
る
。
現
在
、
政
府
一

体
と
な
っ
て
、
本
計
画
に
基
づ
き
、
政
策
・

方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
拡

大
、
広
報
・
啓
発
、
女
性
に
対
す
る
暴
力

の
根
絶
に
向
け
た
取
組
等
、
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
る
。

ⅠⅠ

概概

略略

ⅡⅡ

男男
女女
共共
同同
参参
画画
会会
議議
のの
動動
きき

　

本
年
一
月
六
日
の
中
央
省
庁
等
改
革
に

よ
り
、
内
閣
府
に
男
女
共
同
参
画
会
議
が

発
足
し
た
。
同
会
議
は
、
内
閣
府
の
重
要

政
策
に
関
す
る
会
議
の
一
つ
で
あ
り
、
男

女
共
同
参
画
審
議
会
を
発
展
的
に
継
承
し

た
も
の
で
あ
る
。
構
成
と
し
て
は
、
内
閣

官
房
長
官
を
議
長
と
し
、
議
員
に
つ
い
て

は
国
務
大
臣
が
一
二
名
、
学
識
経
験
者
が

一
二
名
の
、
計
二
四
名
か
ら
な
っ
て
い

る
。
現
在
ま
で
に
四
回
会
議
が
開
催
さ
れ

て
お
り
、「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策

の
方
針
に
関
す
る
意
見
」「『
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関

す
る
法
律
』の
円
滑
な
施
行
に
向
け
た
意

見
」、「
男
女
共
同
参
画
会
議
に
お
け
る
監

視
の
実
施
方
針
」、「
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状

況
の
監
視
に
関
す
る
平
成
十
三
年
度
の
活

動
方
針
に
つ
い
て
」が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
任
命

し
、
会
議
の
下
に
専
門
調
査
会
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
専
門
調
査
会
に

つ
い
て
は
、
既
に
そ
の
任
務
を
終
え
た

「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策
に
関
す

る
専
門
調
査
会
」
の
他
、
現
在
、「
基
本

問
題
専
門
調
査
会
」、「
女
性
に
対
す
る
暴

力
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」、「
苦
情
処

理
・
監
視
専
門
調
査
会
」、「
影
響
調
査
専

門
調
査
会
」の
四
つ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

基
本
問
題
専
門
調
査
会
は
、
男
女
共
同

参
画
の
基
本
的
な
考
え
方
に
か
か
わ
る
も

の
、
及
び
基
本
的
な
考
え
方
に
か
か
わ
り

が
深
く
国
民
の
関
心
も
高
い
個
別
の
重
要

課
題
に
つ
い
て
調
査
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
十
月
に
は
、
選
択
的
夫
婦
別
氏

制
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
導
入
す
る
民
法

改
正
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待

す
る
と
し
た
中
間
的
な
取
り
ま
と
め
を

行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
専
門
調

査
会
は
女
性
に
対
す
る
暴
力
全
般
、
具
体

的
に
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
で
取

り
上
げ
て
い
る
、
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
等
の
各
分
野
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
今

後
の
施
策
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

苦
情
処
理
・
監
視
専
門
調
査
会
は
、
政

府
の
施
策
を
始
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社

会
シ
ス
テ
ム
へ
男
女
共
同
参
画
の
視
点
を

反
映
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
各
府
省
に
お
い

て
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
が
着
実
に
実

施
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。

　

影
響
調
査
専
門
調
査
会
は
、
政
府
の
施

策
を
始
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
シ
ス

テ
ム
へ
男
女
共
同
参
画
の
視
点
を
反
映
さ

せ
る
観
点
か
ら
、
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
選
択
に
大
き
な
か
か
わ
り
を
持
つ
諸

制
度
な
ど
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

に
影
響
を
及
ぼ
す
政
府
の
施
策
な
ど
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策
に
関
す

る
専
門
調
査
会
は
、
仕
事
と
子
育
て
の
両

立
支
援
策
は
我
が
国
の
社
会
に
と
っ
て
非

常
に
重
要
だ
と
の
認
識
の
下
、
本
会
議
に

初
め
て
設
置
さ
れ
た
専
門
調
査
会
で
あ

る
。
本
専
門
調
査
会
は
六
月
に
最
終
報
告

を
行
い
、
こ
れ
を
も
っ
て
専
門
調
査
会
と

し
て
の
任
務
を
終
了
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
こ
れ
に
基
づ
き
七
月
に
は
「
仕
事
と

子
育
て
の
両
立
支
援
策
の
方
針
に
つ
い

て
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　

閣
議
決
定
で
は
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
や

放
課
後
児
童
対
策
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的

達
成
数
値
目
標
を
盛
り
込
み
、「
基
本
的
に

は
平
成
十
三
・
十
四
年
度
中
に
開
始
し
、遅

く
て
も
平
成
十
六
年
度
ま
で
に
実
施
し
」、

さ
ら
に「
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、特

段
の
配
慮
を
し
必
要
な
予
算
を
確
保
し
、

緊
急
に
実
施
す
る
」こ
と
と
し
て
い
る
。

　

平
成
十
三
年
四
月
六
日
、
い
わ
ゆ
る
議

員
立
法
に
よ
り
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と

い
う
。）
が
成
立
し
、
十
月
十
三
日
、
一

部
を
除
き
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に

係
る
通
報
、
相
談
、
保
護
、
自
立
支
援
等

の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。　

　

法
律
の
対
象
は
女
性
に
限
っ
て
い
な
い

が
、
被
害
者
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
前
文
に
お
い
て
、
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
被
害
者
は
、
多
く
の
場
合
女
性
で

あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
な
ど
、
女
性
被
害

者
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
法
律
の
大
き
な
柱
と
し
て
、
配
偶

者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
保
護
命
令

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　○
 

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
施
行
は
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）

　

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
と
は
、

都
道
府
県
が
、
婦
人
相
談
所
そ
の
他
の
適

切
な
施
設
に
お
い
て
果
た
す
機
能
の
名
称

で
あ
る（
第
三
条
第
一
項
）。具
体
的
に
は
、

　

・
相
談
及
び
相
談
機
関
の
紹
介

　

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

　

・
被
害
者
及
び
そ
の
同
伴
家
族
の
一
時

保
護

　

・
各
種
情
報
提
供
そ
の
他
の
援
助　

な
ど
の
業
務
を
行
う
（
第
三
条
第
二
項
）。

ま
た
、
そ
の
他
の
適
切
な
施
設
と
は
、
都

道
府
県
が
自
主
的
に
設
置
す
る
女
性
セ
ン

タ
ー
や
福
祉
事
務
所
な
ど
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
る
。　

　

な
お
、一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、婦
人
相

談
所
が
自
ら
行
う
か
、婦
人
相
談
所
か
ら

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
な
ど
に
委
託
し
て
行
う
か

の
ど
ち
ら
か
に
な
る（
第
三
条
第
三
項
）。

　○
 

保
護
命
令

　

保
護
命
令
と
は
、
被
害
者
を
守
る
た

め
、
裁
判
所
が
加
害
者
に
対
し
出
す
命
令

の
こ
と
で
あ
る
。
接
近
禁
止
命
令
と
退
去

命
令
の
二
種
類
が
用
意
さ
れ
て
い
る
（
第

十
条
）。

　

接
近
禁
止
命
令
と
は
、
加
害
者
に
対

し
、
六
か
月
間
、
被
害
者
に
つ
き
ま
と
っ

た
り
、
住
居
、
勤
務
先
な
ど
被
害
者
が
通

常
い
る
場
所
の
近
く
を
は
い
か
い
す
る
こ

と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

退
去
命
令
と
は
、
加
害
者
に
対
し
、
二

週
間
、
家
か
ら
出
て
い
く
よ
う
命
ず
る
も

の
で
あ
る
。
退
去
命
令
は
、
夫
婦
が
生
活

の
本
拠
を
共
に
す
る
す
る
場
合
に
限
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

保
護
命
令
は
、
被
害
者
が
、
暴
力
を
受

け
た
状
況
、
支
援
セ
ン
タ
ー
や
警
察
へ
の

相
談
事
実
等
を
記
載
し
た
申
立
書
を
作
成

し
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
申
立
て
を
行
う

（
第
一
一
条
、
第
一
二
条
第
一
項
）。
申
立

て
を
受
け
て
裁
判
官
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー

や
警
察
か
ら
相
談
記
録
を
取
り
寄
せ
、
基

本
的
に
は
こ
の
相
談
記
録
を
基
に
迅
速
に

裁
判
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
第
一

三
条
、
第
一
四
条
第
二
項
）。
な
お
、
支
援

セ
ン
タ
ー
や
警
察
の
職
員
に
相
談
し
た
事

実
が
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
公
証
人
役
場

で
書
面
を
認
証
し
て
も
ら
い
、
そ
の
認
証

書
面
を
申
立
書
に
添
付
す
る
こ
と
と
な
る

（
第
一
二
条
第
二
項
）。

　

保
護
命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、
一
年

以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
る
（
第
三
〇
条
）。

　

そ
の
ほ
か
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受

け
て
い
る
者
を
発
見
し
た
場
合
は
、
支
援

セ
ン
タ
ー
又
は
警
察
官
に
通
報
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る（
第
六
条
第
一
項
）。
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
は
、
家
庭
内
で
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
こ
と
か
ら
、
発
見
す
る
の
が
困
難

な
上
、
被
害
者
も
様
々
な
理
由
か
ら
保
護

を
求
め
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
の

情
報
を
広
く
社
会
か
ら
求
め
る
た
め
、
法

律
で
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
発
見

す
る
機
会
の
多
い
医
療
関
係
者
に
つ
い
て

は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
つ
つ
、
守
秘

義
務
違
反
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
通
報

が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
第
六
条

第
二
項
、
第
三
項
）。

　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
と
し
て
、

　

・
職
務
関
係
者
の
対
す
る
研
修
及
び
啓

　
　

発
（
第
二
三
条
第
二
項
）　

　

・
教
育
及
び
啓
発
（
第
二
四
条
）

「「
配配
偶偶
者者
かか
らら
のの
暴暴
力力
のの
防防
止止
及及
びび
被被
害害
者者

のの
保保
護護
にに
関関
すす
るる
法法
律律
」」のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて
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・
調
査
研
究
の
推
進
並
び
に
被
害
者
の

保
護
に
係
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質

の
向
上
（
第
二
五
条
）

　

・
民
間
の
団
体
に
対
す
る
援
助
（
第
二

六
条
）

な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。（
上
図
参
照
）

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
当
た
っ

て
は
、
国
の
み
な
ら
ず
、
住
民
に
身
近
な

地
方
公
共
団
体
の
取
組
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施

策
の
推
進
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

１
、
計
画
の
策
定

　

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
で
は
、
都

道
府
県
は
男
女
共
同
参
画
計
画
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
市
町
村
は
市
町

村
男
女
共
同
参
画
計
画
を
定
め
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都

市
に
つ
い
て
は
、
全
て
に
男
女
共
同
参
画

に
関
す
る
計
画
が
あ
る
が
、
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
現
在

で
、
計
画
を
策
定
し
て
い
る
市
町
村
（
政

令
指
定
都
市
を
含
む
。）
は
六
二
五
と
、
全

市
町
村
の
一
九
・
二
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。な
お
、内
閣
府
で
は
、地
域
に
お
い
て

施
策
を
推
進
し
て
い
く
上
で
計
画
の
策
定

が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、市
町
村
に
お

い
て
計
画
の
策
定
に
資
す
る
よ
う
手
引
を

作
成
し
、提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２
、
条
例

　

地
方
自
治
体
に
お
い
て
、
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
条
例
の
制
定
が
進
ん
で
い

る
。
男
女
共
同
参
画
局
で
把
握
し
て
い
る

限
り
で
は
、
八
月
二
十
日
現
在
で
、
一
三

都
道
府
県
・
二
政
令
指
定
都
市
・
一
五
市

町
村
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。

３
、
政
策
・
方
針
決
定
過
程
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画

　

地
方
議
会
に
お
け
る
女
性
議
員
に
つ
い

て
み
る
と
、
現
在
は
、
女
性
比
率
は
六
・

五
％
で
あ
り
、
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
る
。

女
性
議
員
の
い
な
い
地
方
議
会
に
着
目
す

る
と
、
二
都
道
府
県
議
会
に
は
女
性
議
員

が
お
ら
ず
、
ま
た
、
市
・
区
議
会
で
は
、

六
七
市
に
お
い
て
女
性
議
員
が
い
な
い
。

ま
た
、
町
村
議
会
の
う
ち
、
一
、
三
六
二

町
村
に
お
い
て
女
性
議
員
が
い
な
い
。
審

議
会
等
に
お
け
る
女
性
委
員
の
登
用
や
女

性
公
務
員
の
登
用
等
を
含
め
、
政
策
決
定

の
場
に
お
け
る
女
性
の
参
画
を
進
め
て
い

た
だ
き
た
い
。

４
、
男
女
共
同
参
画
宣
言
都
市

　

こ
れ
ま
で
に
六
〇
の
市
町
村
が
男
女
共

同
参
画
宣
言
都
市
と
な
り
、
自
治
体
を
挙

げ
て
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
、
平
成
十
三
年

度
ま
で
に
三
七
の
自
治
体
が
国
と
の
共
催

に
よ
り
男
女
共
同
参
画
宣
言
都
市
奨
励
事

業
を
実
施
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
地
方

自
治
体
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
、
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
に
向
け
た
積
極
的
な

取
組
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

図：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律フローチャート

地地
方方
自自
治治
体体
にに
おお
けけ
るる
施施
策策
のの

推推
進進
にに
つつ
いい
てて
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概
算
要
求
の
う
ち
住
宅
局
は
、
事
業
費

ベ
ー
ス
で
前
年
度
比
一
九
・
〇
％
減
の
一

〇
兆
四
、
六
八
一
億
二
、
五
〇
〇
万
円
。

国
費
ベ
ー
ス
だ
と
一
兆
一
、
一
七
五
億

七
、
二
〇
〇
万
円
で
三
・
〇
％
の
減
と

な
っ
た
。
都
市
再
生
に
重
点
を
置
く
政
府

全
体
の
方
針
に
沿
っ
て
、
市
街
地
再
開
発

な
ど
の
事
業
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

　

来
年
度
の
公
的
住
宅
建
設
計
画
戸
数

は
、
六
一
万
七
、
四
〇
〇
戸
で
、
前
年
度

比
五
万
〇
、
六
〇
〇
戸
減
ら
す
。
特
に
、

住
宅
金
融
公
庫
は
融
資
枠
を
五
万
戸
減
の

五
〇
万
戸
に
減
ら
す
と
と
も
に
、
融
資
の

上
限
率
を
最
大
八
割
ま
で
と
す
る
。
融
資

の
上
限
率
は
年
収
で
区
分
す
る
考
え
で
、

公
庫
融
資
は
五
万
戸
減

具
体
的
に
は
、
年
収
八
〇
〇
万
円
超
な
ら

上
限
五
割
に
、
八
〇
〇
万
円
以
下
な
ら
八

割
ま
で
と
す
る
。

　

公
共
住
宅
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
建
て

替
え
を
重
視
。
そ
の
際
、
保
育
所
な
ど
と

の
併
設
を
原
則
と
す
る
。
計
画
立
案
や
事

業
の
実
施
に
民
間
活
力
を
導
入
す
る
Ｐ
Ｆ

Ｉ
方
式
の
活
用
も
進
め
る
考
え
だ
。

　

都
市
再
生
に
関
連
し
た
密
集
住
宅
市
街

地
の
整
備
で
は
、
震
災
時
に
倒
壊
す
る
危

険
性
の
高
い
住
宅
に
つ
い
て
耐
震
改
修
工

事
を
行
う
場
合
の
補
助
制
度
を
創
設
し
た

い
考
え
だ
。

　

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
対
策
に
も
取

り
組
む
。
築
三
〇
年
を
超
え
る
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
は
一
二
万
戸
。
こ
れ
が
一
〇
年
後

に
は
一
挙
に
九
三
万
戸
ま
で
増
え
る
。
同

省
は
、
有
識
者
に
よ
る
委
員
会
を
設
け
、

建
て
替
え
を
容
易
に
す
る
た
め
の
法
制
度

を
検
討
中
だ
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
概
算

要
求
に
は
、
建
て
替
え
方
針
の
策
定
費
や

調
査
設
計
計
画
費
な
ど
へ
の
補
助
を
盛
り

込
ん
だ
。

　

一
方
、
特
殊
法
人
改
革
で
、
都
市
基
盤

整
備
公
団
も
業
務
を
見
直
す
。
公
団
は
敷

地
の
整
備
に
と
ど
め
、
民
間
が
住
宅
を
建

設
・
管
理
す
る
方
式
を
原
則
と
す
る
「
民

間
供
給
支
援
型
賃
貸
住
宅
制
度
」（
四
、
〇

〇
〇
戸
）
を
創
設
す
る
。

�
　

都
市
整
備
関
係
の
平
成
十
四
年
度
予
算

概
算
要
求
額
は
、
国
費
ベ
ー
ス
で
前
年
度

比
一
・
七
％
増
の
二
兆
〇
、
五
一
一
億
八
、

一
〇
〇
万
円
（
事
業
費
ベ
ー
ス
だ
と
、
ほ

ぼ
前
年
度
並
み
の
四
兆
三
、
九
二
一
億

一
、
八
〇
〇
万
円
）。

　

民
間
事
業
者
が
都
市
再
生
に
つ
な
が
る

よ
う
な
大
規
模
開
発
を
行
う
場
合
、
道
路

や
橋
り
ょ
う
な
ど
の
整
備
が
必
要
に
な

る
。
こ
れ
ら
を
、
自
治
体
に
代
わ
っ
て
先

行
的
に
事
業
者
が
立
て
替
え
整
備
す
る
場

合
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
を
通
じ
て

必
要
な
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
制

度
を
創
設
す
る
。
後
に
自
治
体
は
国
庫
補

助
も
活
用
し
な
が
ら
負
担
分
を
分
割
で
支

払
う
仕
組
み
だ
。

　

地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
で
は
、
統
合
補
助
金
を
活
用

し
た
「
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
」
を

大
幅
に
拡
充
す
る
。
民
間
非
営
利
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
な
ど
が
行
う
、
景
観
に
配
慮
し

た
建
物
の
整
備
な
ど
も
支
援
す
る
。

民
間
の
大
規
模

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援

平成１４年度 予算概算要求重点施策解解 説説 交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

特殊法人向け支出削減、都市再生に力特殊法人向け支出削減、都市再生に力
概算要求額 7兆9,181億円概算要求額　7兆9,181億円

　

国
土
交
通
省
の
平
成
十
四
年
度
予
算
概
算
要
求
は
総
額
で
七
兆
九
、
一
八
一

億
三
、
五
〇
〇
万
円
と
な
っ
た
。
公
共
投
資
は
政
府
全
体
で
一
割
の
削
減
が
決

ま
っ
て
い
る
が
、
要
求
段
階
で
は
前
年
度
同
額
ま
で
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
沿
っ
て
七
兆
二
、
九
八
四
億
七
、
七
〇
〇
万
円
が
計
上
さ
れ
た
。
こ
の
う

ち
、
約
五
兆
〇
、
九
六
七
億
円
は
、
都
市
再
生
な
ど
の
重
点
七
分
野
に
充
て
る
。

特
殊
法
人
改
革
で
は
、
所
管
法
人
向
け
の
国
費
支
出
を
一
〇
％
減
ら
す
。
小
泉

純
一
郎
首
相
は
、
日
本
道
路
公
団
な
ど
国
交
省
所
管
の
特
殊
法
人
の
見
直
し
に

つ
い
て
、
十
一
月
中
に
方
針
を
固
め
た
い
考
え
だ
。

　

予
算
編
成
の
焦
点
と
な
る
道
路
特
定
財
源
を
め
ぐ
っ
て
は
、
概
算
要
求
段
階

で
①
連
続
立
体
交
差
事
業
で
、
自
治
体
負
担
分
を
、
鉄
道
事
業
者
が
一
時
的
に

立
て
替
え
る
場
合
の
無
利
子
貸
し
付
け
創
設
②
環
状
道
路
の
整
備
に
向
け
て
、

土
地
開
発
公
社
に
対
す
る
無
利
子
貸
し
付
け
を
創
設
③
低
公
害
車
の
技
術
開

発
ー
に
使
途
を
拡
充
す
る
方
針
を
示
し
た
。

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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�
　

総
合
政
策
局
関
係
で
は
、
低
公
害
車
の

普
及
な
ど
環
境
対
策
に
取
り
組
む
。
自
治

体
や
運
送
事
業
者
の
車
両
を
調
達
す
る
担

当
者
に
対
し
、
低
公
害
車
の
最
新
情
報
を

提
供
す
る
「
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
」
を
発
行
。

都
市
部
の
交
通
量
を
計
画
的
に
調
整
す
る

「
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
実
証
実
験

も
拡
充
し
、
現
在
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
が
中

心
の
幹
線
物
流
に
つ
い
て
、
低
公
害
車
を

使
っ
た
共
同
集
配
な
ど
を
実
施
す
る
事
業

者
の
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
。

　

公
共
事
業
や
宅
地
供
給
に
お
け
る
土
壌

汚
染
対
策
も
強
化
。
環
境
省
と
も
連
携

し
、
土
地
の
利
用
形
態
に
応
じ
て
適
切
に

処
理
す
る
方
法
を
確
立
す
る
ほ
か
、
過
去

の
汚
染
・
浄
化
歴
の
有
無
に
つ
い
て
情
報

開
示
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
も
乗
り
出
す
。

　

駅
周
辺
や
公
共
交
通
機
関
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
対
策
も
充
実
。
電
動
の
三
輪
車
を

使
っ
て
い
る
お
年
寄
り
や
身
体
障
害
者
ら

が
公
共
交
通
を
利
用
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
向
け
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
の
規
格
づ
く
り
に
乗
り
出
す
。
ま

た
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
へ
の
関
心

を
高
め
て
も
ら
う
た
め
、
ア
イ
マ
ス
ク
を

使
っ
た
視
覚
障
害
者
の
疑
似
体
験
や
、
介

助
体
験
な
ど
を
行
う
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー

教
室
の
開
催
地
も
、
今
年
度
の
十
カ
所
か

ら
大
幅
に
増
や
す
。

�
　

道
路
局
関
係
で
は
、
新
た
な
施
策
と
し

て
市
町
村
合
併
支
援
道
路
事
業
（
仮
称
）

を
創
設
す
る
。
平
成
十
六
年
度
ま
で
に
合

低
公
害
車
の
普
及
、

土
壌
汚
染
対
策
も

市
町
村
合
併
を
支
援

併
予
定
の
市
町
村
が
、
エ
リ
ア
内
の
ア
ク

セ
ス
の
不
便
さ
な
ど
を
改
善
す
る
ト
ン
ネ

ル
や
橋
、
道
路
の
整
備
を
重
点
的
に
支
援

し
て
市
町
村
合
併
を
誘
導
す
る
。
都
道
府

県
負
担
分
に
つ
い
て
も
交
付
税
措
置
を
行

う
方
向
だ
。

　

全
国
で
六
百
カ
所
以
上
あ
る
道
の
駅
の

サ
ー
ビ
ス
内
容
や
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

状
況
な
ど
を
基
準
と
し
て
、
第
三
者
が
評

価
す
る
�
格
付
け
�
も
実
施
し
、
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ピ
ー
ク
時
は
一
時
間
に
四

十
分
以
上
も
遮
断
す
る�
開
か
ず
の
踏
切
�

対
策
で
は
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
に
現

在
の
千
カ
所
か
ら
半
減
さ
せ
る
と
し
た
目

標
達
成
に
向
け
、
立
体
交
差
化
な
ど
の
改

良
に
全
力
を
挙
げ
る
。

　

公
共
事
業
改
革
の
取
り
組
み
で
は
、
主

要
な
道
路
整
備
事
業
の
進
り
ょ
く
状
況
を

毎
年
点
検
・
公
表
し
、
計
画
か
ら
大
幅
に

遅
れ
て
い
る
場
合
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
と
し

て
優
先
度
の
高
い
別
の
路
線
に
予
算
を
重

点
投
資
す
る
こ
と
な
ど
を
柱
と
す
る
「
五

年
で
見
え
る
道
づ
く
り
」
事
業
を
展
開
す

る
。国
道
の
ほ
か
、都
道
府
県
や
市
町
村
の

主
要
幹
線
道
路
で
も
実
施
す
る
方
針
だ
。

　

ま
た
、
救
急
医
療
機
関
へ
の
搬
送
時
間

の
短
縮
や
渋
滞
に
よ
る
損
失
時
間
の
解
消

と
い
っ
た
国
民
に
分
か
り
や
す
い
「
ア
ウ

ト
カ
ム
指
標
」
を
使
い
、
道
路
事
業
の
評

価
・
検
証
す
る
手
法
も
積
極
的
に
取
り
入

れ
る
。

　

特
殊
法
人
改
革
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る

日
本
道
路
公
団
な
ど
道
路
四
公
団
の
民
営

化
に
関
連
し
、
現
行
の
有
料
道
路
方
式
を

見
直
し
、
高
速
道
路
の
建
設
に
税
金
を
投

入
す
る
新
た
な
整
備
手
法
も
検
討
す
る
。

�
　

国
土
計
画
局
関
係
で
は
、
国
土
地
理
院

と
連
携
し
、
官
民
が
保
有
す
る
航
空
写
真

や
衛
星
画
像
の
所
在
を
確
認
・
検
索
で
き

る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
画
面
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
図
を
重
ね

合
わ
せ
て
表
示
す
る
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
関
係
で
は
、
交
通
や
環
境
、

福
祉
、
教
育
な
ど
国
民
生
活
に
密
接
に
関

連
す
る
幅
広
い
分
野
で
利
用
で
き
る
ソ
フ

ト
を
開
発
。
出
産
後
の
女
性
や
高
齢
者
ら

の
在
宅
勤
務
を
促
す
「
テ
レ
ワ
ー
ク
推
進

シ
ス
テ
ム
」
づ
く
り
に
も
乗
り
出
し
、
平

成
十
七
年
度
ま
で
に
一
万
人
の
雇
用
創
出

を
目
指
す
。

　

国
土
計
画
体
系
の
見
直
し
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
全
国
総
合
開
発
計
画
と
国
土
利
用

計
画
を
統
合
し
た
新
し
い
国
土
計
画
体
系

の
構
築
に
向
け
、
国
土
審
議
会
基
本
政
策

部
会
が
今
年
末
に
打
ち
出
す
中
間
報
告
を

受
け
、
本
格
的
な
制
度
化
に
取
り
組
む
。

　

新
規
事
業
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
多

基
準
分
析
」
な
ど
海
外
で
の
基
盤
投
資
を

重
点
的
・
効
率
的
に
行
う
手
法
に
な
ら
い
、

国
内
で
公
共
事
業
を
効
果
的
に
執
行
す
る

た
め
の
評
価
手
法
も
開
発
す
る
。

�
　

河
川
局
関
係
は
、
事
業
費
ベ
ー
ス
で
前

年
度
比
二
・
〇
％
減
の
二
兆
一
二
五
八
億

一
四
〇
〇
万
円
、
国
費
ベ
ー
ス
で
同
一
・

〇
％
減
の
一
兆
三
〇
三
一
億
四
四
〇
〇
万

円
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
重
点
七
分
野
に

リ
ン
ク
さ
せ
た
の
は
一
兆
五
二
七
三
億
円

（
事
業
費
ベ
ー
ス
）。
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
新

女
性
や
高
齢
者
の

在
宅
勤
務
支
援

既
存
ダ
ム
を
徹
底
活
用

た
な
活
用
策
を
打
ち
出
し
、
環
境
対
応
で

は
「
自
然
再
生
事
業
」
を
創
設
す
る
ほ
か
、

都
市
再
生
へ
の
対
応
で
は
都
市
型
水
害
対

策
な
ど
に
重
点
化
し
た
。

　

前
年
度
並
み
の
要
求
が
認
め
ら
れ
て
い

る
た
め
、
治
水
、
海
岸
、
急
傾
斜
地
の
各

事
業
の
国
費
要
求
は
一
％
減
で
足
並
み
を

そ
ろ
え
た
。
た
だ
、「
大
規
模
ダ
ム
の
実

施
計
画
調
査
の
新
規
凍
結
」
を
明
記
し
た

省
独
自
の
公
共
事
業
見
直
し
方
針
に
従

い
、
ダ
ム
事
業
予
算
は
事
業
費
、
国
費
と

も
同
局
最
大
の
削
減
幅
に
当
た
る
前
年
度

比
三
・
〇
％
減
に
抑
制
。
新
規
大
型
ダ
ム

の
建
設
予
算
は
計
上
せ
ず
、
既
存
ダ
ム
を

「
徹
底
活
用
」
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
①
利
根
川
水
系
の
複
数

ダ
ム
間
で
治
水
容
量
と
利
水
容
量
を
振
り

替
え
、
効
率
的
な
ダ
ム
運
営
を
図
る
②
天

竜
川
の
佐
久
間
ダ
ム
（
発
電
専
用
）
の
た

い
積
土
砂
を
掘
り
下
げ
、
新
た
な
治
水
容

量
を
確
保
す
る
―
と
い
っ
た
二
カ
所
を
対

象
に
、
実
施
計
画
調
査
費
を
新
規
要
求
し

た
。
こ
う
し
た
既
存
ダ
ム
の
活
用
策
に

よ
っ
て
、
当
面
は
数
個
分
の
治
水
ダ
ム
の

建
設
が
不
要
に
な
る
計
算
だ
。

　

天
竜
川
で
は
、
佐
久
間
ダ
ム
か
ら
排
除

し
た
土
砂
を
下
流
に
送
り
込
み
、
浜
松
市

周
辺
の
海
岸
侵
食
に
歯
止
め
を
掛
け
る
こ

�
町
村
週
報
の
購
読
�

「
町
村
週
報
」
の
購
読
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
ハ
ガ
キ
に
住
所
、
氏
名
、
職
業
、
電

話
番
号
を
お
書
き
の
う
え
、
全
国
町
村
会

広
報
部
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
☆
年
間

一
部
千
五
百
円
☆
料
金
は
請
求
書
を
お
送

り
し
て
か
ら
折
返
し
御
送
金
く
だ
さ
い
☆

〒
一
〇
〇
―
〇
〇
一
四　
東
京
都
千
代
田
区

永
田
町
1
・　

・　

全
国
町
村
会
広
報
部
。

11
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政 策

と
も
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ダ

ム
が
水
と
と
も
に
土
砂
の
流
れ
を
せ
き
止

め
、
河
口
付
近
の
海
岸
侵
食
を
招
く
問
題

が
全
国
で
顕
在
化
し
て
い
る
た
め
、
貯
砂

ダ
ム
な
ど
の
設
置
工
事
費
補
助
を
目
的
と

し
た
「
貯
水
池
保
全
事
業
」
を
拡
充
し
、

補
助
ダ
ム
に
た
い
積
し
た
土
砂
の
除
去
事

業
を
対
象
メ
ニ
ュ
ー
に
加
え
る
。

�
　

環
境
へ
の
対
応
で
は
、
従
来
の
河
道
整

備
事
業
を
再
編
し
て
「
自
然
再
生
事
業
」

を
創
設
。
直
線
に
施
工
し
た
河
川
を
蛇
行

に
戻
し
、
湿
地
（
ウ
エ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
や

干
潟
を
復
元
す
る
。
具
体
的
に
は
、
▽
釧

路
湿
原
（
北
海
道
）
で
釧
路
川
上
流
部
を

蛇
行
に
戻
し
、
湿
地
を
侵
食
し
て
い
る
ハ

ン
ノ
キ
林
を
伐
採
し
て
土
砂
を
掘
り
下
げ

る
▽
渡
り
鳥
の
飛
行
ル
ー
ト
直
下
に
あ
る

鵡
川
（
北
海
道
）
河
口
で
、
砂
防
突
堤
の

建
設
や
土
砂
搬
入
を
行
っ
て
干
潟
を
再
生

す
る
▽
木
曽
川
（
三
重
）
河
口
の
干
潟
を

再
生
す
る
▽
琵
琶
湖
（
滋
賀
）
や
宍
道
湖

（
島
根
）の
湖
岸
の
ヨ
シ
原
を
復
元
す
る
▽

松
浦
川
（
佐
賀
）
の
岸
辺
に
河
畔
林
や
湿

地
帯
を
形
成
す
る
―
こ
と
を
計
画
。
同
事

業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
ご
と
の

環
境
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
る
民
間
非
営

利
組
織
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
な
ど
と
の
連
携
を
強

化
す
る
の
も
特
徴
だ
。

　

こ
の
ほ
か
、
近
年
増
加
し
て
い
る
集
中

豪
雨
に
よ
る
都
市
型
水
害
に
対
応
す
る
た

め
、
こ
れ
ま
で
別
々
だ
っ
た
河
川
事
業

と
、
都
市
・
地
域
整
備
局
下
水
道
部
の
下

水
道
事
業
と
の
連
携
を
強
化
。
両
事
業
の

総
合
的
な
計
画
を
策
定
し
た
上
で
、
河
川

の
水
位
、
流
量
、
雨
量
や
下
水
道
管
内
の

自
然
再
生
事
業
を
創
設

水
位
な
ど
を
一
覧
で
き
る
情
報
提
供
シ
ス

テ
ム
を
共
同
構
築
す
る
。

�
　

整
備
新
幹
線
は
、
既
着
工
区
間
の
工
期

短
縮
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
平
成
十
二
年
末

の
政
府
・
与
党
申
し
合
わ
せ
を
踏
ま
え
、

要
求
限
度
で
あ
る
前
年
度
同
額
、
七
五
〇

億
円
を
要
求
し
た
。
東
北
、
北
陸
、
九
州

の
既
着
工
区
間
の
整
備
を
進
め
る
。

　

都
市
鉄
道
で
は
、
都
心
と
成
田
空
港
を

結
ぶ
成
田
新
高
速
鉄
道
の
新
規
着
手
が
目

玉
。
完
成
す
れ
ば
、
都
心
か
ら
空
港
ま
で

が
三
〇
分
台
で
結
ば
れ
る
。
未
整
備
区
間

の
印
旛
日
本
医
大
―
成
田
空
港
間（
一
九
・

一
キ
ロ
）
の
建
設
や
、
高
速
化
に
伴
う
既

設
線
の
路
形
改
良
な
ど
で
約
一
、
三
〇
〇

億
円
の
事
業
費
を
見
込
む
同
鉄
道
は
、
三

セ
ク
方
式
で
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
京
成
電

鉄
が
運
行
す
る
「
上
下
分
離
方
式
」
を
採

用
。
平
成
二
十
二
年
度
を
め
ど
に
営
業
を

開
始
す
る
。
国
交
省
と
沿
線
自
治
体
は
、

三
セ
ク
へ
の
財
政
支
援
措
置
と
し
て
、

「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
整
備
事
業
費
補

助
」の
補
助
率
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

　

鉄
道
の
安
全
対
策
で
は
、
京
福
電
鉄
の

連
続
衝
突
事
故
な
ど
を
教
訓
と
し
て
、
列

車
自
動
停
止
装
置
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
を
未
設
置

の
中
小
私
鉄
の
う
ち
と
く
に
経
営
状
況
が

厳
し
い
私
鉄
に
対
し
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
設
置
を

支
援
す
る
緊
急
事
業
を
実
施
す
る
。

�
　

港
湾
整
備
で
は
、
国
際
競
争
力
の
強
化

を
狙
い
に
国
際
中
枢
・
中
核
港
湾
に
重
点

成
田
空
港
へ
の

ア
ク
セ
ス
改
善

港
湾
拠
点
に

廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル

投
資
し
、
地
方
港
湾
の
新
規
事
業
要
求
は

す
べ
て
見
送
っ
た
。
諸
外
国
の
港
湾
に
比

べ
て
遅
れ
て
い
る
港
湾
諸
手
続
き
の
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
化
に
向
け
、
港
湾
Ｅ

Ｄ
Ｉ
（
電
子
情
報
交
換
）
の
整
備
を
引
き

続
き
推
進
す
る
。

　

環
境
対
策
で
は
、
港
湾
を
拠
点
に
産
業

廃
棄
物
な
ど
の
大
量
リ
サ
イ
ク
ル
、
海
上

処
分
を
進
め
る
「
広
域
静
脈
物
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
の
構
築
に
新
た
に
着
手
す
る
。

港
湾
が
持
つ
未
利
用
地
を
活
用
し
て
、
船

舶
で
輸
送
し
た
廃
棄
物
を
臨
海
部
の
プ
ラ

ン
ト
で
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
り
、
海
面
処
分

場
に
最
終
処
分
す
る
構
想
で
、
大
量
輸
送

に
よ
り
処
理
コ
ス
ト
の
低
減
を
図
る
。

�
　

空
港
整
備
は
、
大
都
市
圏
拠
点
空
港
に

重
点
化
す
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
十
七

年
三
月
の
供
用
開
始
を
控
え
て
建
設
が

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
中
部
国
際
空
港
の
要
求

額
が
前
年
度
比
約
三
倍
増
。
関
西
国
際
空

港
に
つ
い
て
は
、
国
交
省
と
地
元
出
資
自

治
体
が
、
二
期
事
業
の
建
設
コ
ス
ト
圧
縮

や
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
な
ど
の
一
部
先
送
り

を
内
容
と
す
る
経
営
改
善
ス
キ
ー
ム
で
合

意
。
年
末
に
向
け
て
財
務
省
と
調
整
す

る
。
平
成
十
四
年
四
月
に
も
暫
定
平
行
滑

走
路
を
供
用
開
始
す
る
こ
と
が
固
ま
っ
た

成
田
は
、
エ
プ
ロ
ン
な
ど
の
基
本
施
設
整

備
を
増
強
す
る
。

　

大
都
市
圏
拠
点
空
港
へ
の
重
点
化
に
伴

い
、
地
方
空
港
の
新
規
事
業
は
す
べ
て
見

送
っ
た
。
び
わ
こ
、
播
磨
、
新
石
垣
、
小

笠
原
の
四
空
港
新
設
と
新
千
歳
、
秋
田
、

山
形
、
福
島
、
新
潟
、
佐
渡
、
福
井
の
七

地
方
空
港
の

新
規
事
業
見
送
り

空
港
の
滑
走
路
延
長
は
、
空
港
整
備
計
画

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
積
み
残
し
扱

い
と
な
る
。

　

羽
田
、
成
田
に
次
ぐ
首
都
圏
第
三
空
港

調
査
で
は
、
国
交
省
の
検
討
会
が
第
三
空

港
建
設
よ
り
も
羽
田
再
拡
張
を
優
先
し
、

当
面
の
航
空
需
要
に
対
応
す
る
方
針
を
確

認
し
た
の
を
受
け
て
、
羽
田
再
拡
張
の
調

査
費
と
し
て
一
三
億
円
を
計
上
し
た
。

　

自
動
車
排
ガ
ス
対
策
で
は
、
窒
素
酸
化

物
や
粒
子
状
物
質
の
排
出
が
少
な
い
低
公

害
な
圧
縮
天
然
ガ
ス
（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）
車
の
普

及
を
促
進
す
る
た
め
、
改
正
自
動
車
Ｎ
Ｏ

ｘ
法
の
対
象
地
域
と
な
る
予
定
の
東
京
、

大
阪
、
名
古
屋
の
三
大
都
市
圏
の
自
治
体

が
Ｃ
Ｎ
Ｇ
車
の
購
入
費
を
補
助
す
る
場
合

に
、
補
助
額
の
半
額
を
負
担
す
る
制
度
を

創
設
す
る
。（
時
事
通
信
社　

三
浦
一
紀
）
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活 動

事
業
概
要

　

本
組
合
は
、
町
村
職
員
の
所
有
す
る
住
宅

の
火
災
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
産
の
損
害
を
相

互
救
済
す
る
た
め
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
消

費
生
活
協
同
組
合
法
に
準
拠
し
た
職
域
生
協

と
し
て
発
足
し
、
火
災
共
済
事
業
を
開
始
し

た
。
そ
の
後
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進

行
で
、町
村
職
員
の
自
動
車
の
保
有
も
増
加
、

こ
れ
に
比
例
し
自
動
車
事
故
も
多
発
化
し
、

偶
然
の
自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
町
村

職
員
の
経
済
負
担
も
著
し
い
こ
と
か
ら
、
昭

和
四
十
二
年
四
月
よ
り
自
動
車
共
済
事
業
を

併
せ
て
実
施
し
た
。
両
事
業
開
始
以
来
、
事

業
内
容
の
改
善
充
実
に
つ
と
め
、
協
同
互
助

の
精
神
に
基
づ
く
町
村
職
員
等
の
生
活
の
安

定
に
寄
与
す
る
こ
と
に
最
大
限
の
努
力
を
傾

注
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
二
年
度
の
事
業
概
要
は
下
記
の
と

お
り
で
、組
合
員
に
つ
い
て
は
、こ
こ
数
年
来

減
少
傾
向
に
あ
り
、前
年
度
比
五
、七
八
〇
人

（
二
・
七
％
）の
減
少
と
な
っ
た
。

　

火
災
共
済
事
業
は
、
契
約
件
数
で
前
年
度

よ
り
三
、
三
三
一
件（
二
・
六
％
）の
減
と
な

り
、
共
済
掛
金
も
、
前
年
度
比
一
、
四
一
九
万

余
円（
〇
・
八
％
）の
減
と
な
っ
た
。
風
水
雪

害
特
約
共
済
は
、
契
約
件
数
で
前
年
度
よ
り

六
七
一
件（
二
・
三
％
）の
減
と
な
り
、共
済
掛

金
も
、前
年
度
比
二
〇
九
万
余
円（
〇
・
六
％
）

の
減
と
な
っ
た
。

　

自
動
車
共
済
事
業
で
は
、
契
約
台
数
は
前

年
度
比
六
、一
六
四
台（
二
・
七
％
）の
減
と
な

り
、
共
済
掛
金
も
、
一
億
七
、
四
七
七
万
余
円

（
二
・
九
％
）の

減
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
共
済

金
の
支
払
は
、

火
災
共
済
事
業

で
前
年
度
比
二

三
三
件（
三
一
・

〇
％
）
の
減
と

な
り
、
共
済
金

合
計
に
お
い
て

も
三
、
二
三
三

万
余
円（
五
・
〇

％
）
の
減
と
な
っ

た
。
ま
た
、
災

害
見
舞
金
の
給

付
に
つ
い
て
は

前
年
度
〇
件
に

比
し
、二
六
件
、

災
害
見
舞
金
に

し
て
二
五
六
万

余
円
の
給
付
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
風
水

雪
害
特
約
共
済
金
の
給
付
に
つ
い
て
は
前

年
度
比
一
七
七
件（
八
〇
・
九
％
）の
減
と

な
り
、共
済
金
に
お
い
て
も
、一
億
四
、八
三

二
万
余
円（
七
九
・
九
％
）の
減
と
な
っ
た
。

　

自
動
車
共
済
事
業
で
は
、
支
払
件
数
で

前
年
度
比
一
四
九
件（
一
・
三
％
）の
減
と

な
り
、
共
済
金
に
お
い
て
は
、
一
億
二
、
七

一
八
万
余
円（
三
・
九
％
）の
減
と
な
っ
た
。

　

本
年
度
に
お
け
る
事
業
剰
余
金
を
も
っ

て
す
る
事
業
利
用
分
量
割
戻
金
の
配
分
率

は
、
火
災
共
済
が
四
〇
・
五
六
％
、
風
水
雪

害
特
約
共
済
が
四
九
・
四
〇
％
、自
動
車
共

済
が
一
二
・
四
一
％
と
な
っ
た
。

１
、
組
合
加
入
の
状
況

　

平
成
十
二
年
度
末
現
在
の
組
合
員
数
は

二
一
一
、四
一
九
人
で
前
年
度
に
比
し
五
、

七
八
〇
人（
二
・
七
％
）減
少
し
た
。
ま
た
、

出
資
金
に
つ
い
て
も
、前
年
度
に
比
し
二
、

一
六
七
万
余
円（
一
・
一
％
）減
の
一
九
億

一
、七
〇
二
万
余
円
と
な
っ
た
。
な
お
、本

年
度
に
お
け
る
割
戻
金
の
一
部
を
出
資
金

に
充
当
し
た
額
は
五
、
五
八
一
万
余
円
と

な
っ
た
。

２
、
共
済
契

約
状
況

�
火
災
共
済

事
業

①
火
災
共
済

　

契
約
件
数

は
一
二
五
、

三
九
九
件
で

前
年
度
に
比

し
三
、
三
三

一
件（
二
・
六

％
）減
少
し
、

契
約
口
数
も

二
一
六
、
九

九
六
口（
〇
・

八
％
）
減
少

し
た
。
こ
の

た
め
共
済
掛

金
は
一
七
億

七
、
七
九
七

町
村
職
員
生
協
火
災
・
自
動
車
共
済
事
業
の
概
要
報
告

平

成

十
二
年
度

表１　組合加入状況
出 資 金口　　数人　　員区 分

１，９１７，０２４，９９０円１９，１７０，２５０口２１１，４１９人平成１２年度

１，９３８，６９６，５２０１９，３８６，９６５２１７，１９９平成１１年度

△２１，６７１，５３０△２１６，７１５△５，７８０比 較 増 減

△１．１％△１．１％△２．７％増 減 率
（注）△印は減を示す。

表２　火災共済加入状況
共 済 掛 金契 約 口 数共済契約件数区 分

１，７７７，９７３，２１０円２５，３７１，２１７口１２５，３９９件平成１２年度

１，７９２，１６９，４６０２５，５８８，２１３１２８，７３０平成１１年度

△１４，１９６，２５０△２１６，９９６△３，３３１比 較 増 減

△０．８％△０．８％△２．６％増 減 率
（注）△印は減を示す。

表３　風水雪害特約共済加入状況
特約共済掛金契 約 口 数特約付加件数区 分

３３０，０７１，９８０円５，４９２，８０９口２８，６２７件平成１２年度

３３２，１６３，９３０５，５３１，６１４２９，２９８平成１１年度

△２，０９１，９５０△３８，８０５△６７１比 較 増 減

△０．６％△０．７％△２．３％増 減 率
（注）△印は減を示す。

表４　自動車共済加入状況
共 済 掛 金契 約 台 数区 分

５，８４８，５４５，４９０円２２４，８３５台平成１２年度

６，０２３，３２４，４７０２３０，９９９平成１１年度

△１７４，７７８，９８０△６，１６４比 較 増 減

△２．９％△２．７％増 減 率
（注）△印は減を示す。

表５　火災共済金支払状況

損害率合 計
失火見舞費用共済金残存物取片づけ費用共済金臨時費用共済金火 災 共 済 金

区 分
金 額件 数金 額件 数金 額件 数金 額件 数

％円円件円件円件円件平成１２年度 ３４．７６１７，４０６，６６０４８５，７００４１３，６５４，８５０４８５８，６４４，６１４５１８５４４，６２１，４９６５１８

３６．３６４９，７４６，４８３１，２９６，０００５１３，４４２，９７６４０６３，６６１，６７５７５１５７１，３４５，８３２７５１平成１１年度

△１．６△３２，３３９，８２３△８１０，３００△１２１１，８７４８△５，０１７，０６１△２３３△２６，７２４，３３６△２３３比較増減

％％％％％％％％％増 減 率 ―△５．０△６２．５△２０．０１．６２０．０△７．９△３１．０△４．７△３１．０
（注）△印は減を示す。

表６　見舞金支払状況
一件当りの見舞金見 舞 金件 数区 分

９８，７６９円２，５６８，０００円２６件平成１２年度

―００平成１１年度

―２，５６８，０００２６比 較 増 減

―％―％―％増 減 率

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合

　

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
が
行
う
火
災
共
済
お
よ
び
自
動
車
共
済
の
平
成
十
二
年

度
事
業
概
要
お
よ
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
総
代
会
の
議

決
を
得
た
の
で
、
定
款
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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活 動

万
余
円
と
な
り
前
年
度
よ
り
一
、
四
一
九
万

余
円（
〇
・
八
％
）の
減
と
な
っ
た
。
ま
た
、一

件
当
り
平
均
口
数
は
二
〇
二
口（
二
、〇
二
〇

万
円
）
と
な
り
前
年
度
よ
り
四
口
（
四
〇
万

円
）の
増
と
な
っ
て
い
る
。

②
風
水
雪
害
特
約
共
済

　

特
約
付
加
件
数
は
二
八
、
六
二
七
件
で
前

年
度
に
比
し
六
七
一
件（
二
・
三
％
）減
少
し

た
。
特
約
共
済
掛
金
も
、三
億
三
、〇
〇
七
万

余
円
で
前
年
度
よ
り
二
〇
九
万
余
円（
〇
・
六

％
）の
減
と
な
っ
た
。
な
お
、火
災
共
済
契
約

件
数
に
対
す
る
特
約
付
加
件
数
の
割
合
は
二

二
・
八
％
で

あ
っ
た
。

�
自
動
車
共
済
事
業

　

契
約
台
数
は
二
二
四
、
八
三
五
台
と
前
年

度
に
比
し
六
、一
六
四
台（
二
・
七
％
）減
少
し

た
。
共
済
掛
金
も
五
八
億
四
、
八
五
四
万
余

円
と
な
り
、前
年
度
よ
り
一
億
七
、四
七
七
万

余
円（
二
・
九
％
）減
と
な
っ
た
。
ま
た
、一
台

当
り
の
平
均
共
済
掛
金
額
は
二
六
、
〇
一
二

円
と
な
っ
た
。

３
、
共
済
事
故
状
況

�
火
災
共
済
事
業

①
火
災
共
済

�ア
 

共
済
金

　

支
払
件
数
は
、
前
年
度
に
比
し
共
済
金
で

二
三
三
件（
三
一
・
〇
％
）減
の
五
一
八
件
、臨

時
費
用
共
済
金
で
二
三
三
件
（
三

一
・
〇
％
）減
の
五
一
八
件
、
残
存

物
取
片
づ
け
費
用
共
済
金
で
八
件

（
二
〇
・
〇
％
）増
の
四
八
件
、失
火

見
舞
費
用
共
済
金
で
一
件（
二
〇
・

〇
％
）減
の
四
件
と
な
り
、共
済
金
の
合
計
は

三
、
二
三
三
万
余
円（
五
・
〇
％
）減
の
六
億

一
、
七
四
〇
万
余
円
と
な
り
、
損
害
率
は
、
前

年
度
よ
り
一
・
六
ポ
イ
ン
ト
低
い
三
四
・
七
％

と
な
っ
た
。

　

な
お
、
本
年
度
は
既
発
生
罹
災
の
う
ち
共

済
金
が
未
請
求
と
な
っ
て
い
る
共
済
金
支
払

予
定
額
と
し
て
、一
億
四
、〇
七
一
万
円
の
火

災
共
済
支
払
備
金
を
計
上
し
、
平
成
十
三
年

度
に
繰
越
す
こ
と
と
な
っ
た
。

�イ
 

見
舞
金

　

昨
年
度
は
支
払
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
本

年
度
に
お
い
て
は
二
六
件
、
二
五
六
万
余
円

の
支
払
が
あ
っ
た
。

②
風
水
雪
害
特
約
共
済

　

支
払
件
数
は
、
前
年
度
に
比
し
特
約
共
済

金
で
一
七
七
件（
八
〇
・
九
％
）減
の
四
二
件
、

臨
時
費
用
共
済
金
で
一
七
七
件（
八
〇
・
九

％
）
減
の
四
二
件
、
残
存
物
取
片
づ
け
費
用

共
済
金
で
三
件
（
三
三
・
三
％
）
減
の
六
件

と
な
り
、
共
済
金
の
合
計
は
一
億
四
、
八
三

二
万
余
円（
七
九
・
九
％
）減
の
三
、七
三
〇

万
余
円
と
な
り
、損
害
率
は
、全
体
で
前
年

度
よ
り
四
三
・
九
ポ
イ
ン
ト
低
い
一
二
・
〇

％
と
な
っ
た
。

　

な
お
、本
年
度
は
既
発
生
罹
災
の
う
ち
共

済
金
が
未
請
求
と
な
っ
て
い
る
共
済
金
支
払

予
定
額
と
し
て
、三
〇
四
万
余
円
の
風
水
雪

害
特
約
共
済
支
払
備
金
を
計
上
し
、平
成

十
三
年
度
に
繰
越
す
こ
と
と
な
っ
た
。

�
自
動
車
共
済
事
業

�ア
 

共
済
金

　

支
払
件
数
は
、
前
年
度
に
比
し
対
物
賠

償
で
は
五
一
二
件（
五
・
〇
％
）減
の
九
、六

六
七
件
、
対
人
賠
償
で
は
三
六
三
件
（
三

九
・
〇
％
）増
の
一
、二
九
三
件
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
共
済
金
に
お
い
て
は
前
年
度
に
比

し
対
物
賠
償
で
八
、
六
七
一
万
余
円
（
四
・

三
％
）
減
の
一
九
億
二
、
五
五
一
万
余
円
、

対
人
賠
償
に
お
い
て
は
四
、〇
四
六
万
余
円

（
三
・
一
％
）減
の
一
二
億
四
、九
〇
三
万
余

円
と
な
り
、
共
済
金
の
合
計
は
、
前
年
度
に

比
し
一
億
二
、七
一
八
万
余
円（
三
・
九
％
）

減
の
三
一
億
七
、
四
五
五
万
余
円
と
な
っ

た
。損
害
率
は
、
全
体
で
前
年
度
よ
り
〇
・

五
ポ
イ
ン
ト
低
い
五
四
・
三
％
と
な
っ
た
。

　

な
お
、本
年
度
は
、既
発
生
事
故
の
う
ち
、

共
済
金
が
未
請
求
と
な
っ
て
い
る
共
済
金
支

払
予
定
額
と
し
て
、一
四
億
六
、一
〇
六
万

余
円
の
自
動
車
共
済
支
払
備
金
を
計
上
し
、

平
成
十
三
年
度
へ
繰
越
す
こ
と
と
な
っ
た
。

�イ
 

臨
時
費
用

　

支
払
件
数
は
前
年
度
に
比
し
傷
害
で
四

件（
三
・
三
％
）減
の
一
一
六
件
、死
亡
は
三

件（
一
七
・
六
％
）減
の
一
四
件
と
な
っ
た
。

ま
た
臨
時
費
用
の
金
額
は
傷
害
で
一
二
万

円（
三
・
三
％
）減
の
三
四
八
万
円
、死
亡
は

三
〇
万
円（
一
七
・
六
％
）減
の
一
四
〇
万

円
と
な
り
、臨
時
費
用
の
合
計
は
、前
年
度

に
比
し
四
二
万
円（
七
・
九
％
）減
の
四
八

八
万
円
と
な
っ
た
。

表７　風水雪害特約共済金支払状況

損害率合 計
残存物取片づけ費用共済金臨 時 費 用 共 済 金特 約 共 済 金

区 分
金 額件 数金 額件 数金 額件 数

１１．３％３７，３０３，５４２円２５２，３４１円６件４，８３２，７５８円４２件３２，２１８，４４３円４２件平成１２年度
５５．９１８５，６２４，１５７６５８，６１７９２４，１２５，８９５２１９１６０，８３９，６４５２１９平成１１年度
△４３．９△１４８，３２０，６１５△４０６，２７６△３△１９，２９３，１３７△１７７△１２８，６２１，２０２△１７７比 較 増 減

―△７９．９％△６１．７％△３３．３％△７９．９％△８０．９％△７９．９％△８０．９％増 減 率
（注）△印は減を示す。

表８　自動車共済金支払状況

損害率
合 計対 人 賠 償 共 済対 物 賠 償 共 済

区 分
共 済 金件 数共 済 金件 数共 済 金件 数

５４．３％３，１７４，５５１，２７２円１０，９６０件１，２４９，０３６，０４８円１，２９３件１，９２５，５１５，２２４円９，６６７件平成１２年度
５４．８３，３０１，７３７，８３８１１，１０９１，２８９，５０４，５２２９３０２，０１２，２３３，３１６１０，１７９平成１１年度
△０．５△１２７，１８６，５６６△１４９△４０，４６８，４７４３６３△８６，７１８，０９２△５１２比 較 増 減
―△３．９％△１．３％△３．１％３９．０％△４．３％△５．０％増 減 率

（注）△印は減を示す。

表９　自動車共済臨時費用支払状況
合 計死 亡傷 害

区 分
金 額件 数金 額件 数金 額件 数
４，８８０，０００円１３０件１，４００，０００円１４件３，４８０，０００円１１６件平成１２年度
５，３００，０００１３７１，７００，０００１７３，６００，０００１２０平成１１年度
△４２０，０００△７△３００，０００△３△１２０，０００△４比 較 増 減
△７．９％△５．１％△１７．６％△１７．６％△３．３％△３．３％増 減 率

（注）△印は減を示す。

利 益 の 部損 失 の 部
金 額科 目金 額科 目
７，９５６，５９０，６８０円共 済 掛 金１．３，８２９，２６１，４７４円支 払 共 済 金１．
６，７６１，６８９，０００共済契約準備金戻入２．７，４４８，０００見 舞 金 等２．
１７０，１２１，５９１資 産 運 用 収 益３．２，３５７，７６０，４７８管理費及び諸経費３．
１，８６６，３４０雑 収 入４．６，８７７，４４４，０００共済契約準備金繰入４．

１３，０７１，９１３，９５２小 計
１，８１８，３５３，６５９経 常 剰 余 金

１４，８９０，２６７，６１１合 計１４，８９０，２６７，６１１合 計
１，８１８，３５３，６５９税引前当期剰余金１．
△２２７，２５２，０４４法 人 税 等２．
１，５９１，１０１，６１５当期剰余金（計）３．
６８，４５６，６８５前期繰越剰余金４．

１，６５９，５５８，３００当期未処分剰余金（計）５．
（注）△印は減を示す。

表１０　平成１２年度全国町村職員生活協同組合損益計算書
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�

�

　

創
作
童
話
の
募
集
や
外
国
童
話
を

素
材
に
し
た
施
設
づ
く
り
な
ど
「
童

話
村
」
を
テ
ー
マ
に
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
る
町
は
、
町
に
出
生
届
を

届
け
出
た
新
生
児
に
、
地
元
出
身
の

児
童
文
学
者
な
ど
の
絵
本
七
冊
を
贈

呈
し
て
い
る
。
絵
本
を
親
子
の
ふ
れ

あ
い
や
情
操
教
育
に
役
立
て
て
も
ら

う
の
が
ね
ら
い
。

�

�

　

町
は
、
子
育
て
支
援
策
の
一
環
と

し
て
、
町
内
の
子
育
て
経
験
者
を

「
子
育
て
マ
マ
」
と
し
て
登
録
し
、
母

親
の
急
用
や
急
病
等
で
子
守
り
を
必

要
と
す
る
家
庭
に
対
し
、
町
が
仲
介

役
と
な
っ
て
「
子
育
て
マ
マ
」
を
紹

介
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
報

酬
金
額
、
預
か
り
方
法
な
ど
は
、
当

事
者
間
の
話
し
合
い
で
決
め
る
。

�

�

　

平
成
十
年
度
か
ら
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
を
作
成
し
て
い
る
村
は
、よ
り
正

確
な
行
政
コ
ス
ト
の
把
握
を
ね
ら
い

に
、バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
計
上
さ
れ

な
い
一
年
間
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
活
動

の
コ
ス
ト
を
示
し
た「
行
政
コ
ス
ト

計
算
書
」を
作
成
し
た
。企
業
会
計
の

損
益
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
で
、

町
内
レ
ベ
ル
で
の
作
成
は
全
国
初
。

�

�

　

櫛
形
町
、
白
根
町
、
若
草
町
、
甲

西
町
、
芦
安
村
の
五
町
村
は
、
各
町

新
生
児
に
絵
本
七
冊
を
贈
呈

北
海
道

滝
上
町

子
育
て
マ
マ
を
仲
介

福

島

県

猪
苗
代
町

行
政
コ
ス
ト
計
算
書
を
作
成

埼
玉
県

玉
川
村

公
共
工
事
の
予
定

価
格
を
事
前
公
表

山

梨

県

櫛
形
町
外
四
町
村

村
発
注
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
予
定

価
格
の
事
前
公
表
を
試
行
的
に
導
入

し
た
。
指
名
競
争
入
札
で
の
土
木
・

建
設
工
事
と
測
量
設
計
業
務
委
託
分

が
対
象
で
、
業
者
に
発
送
す
る
指
名

競
争
入
札
通
知
書
で
予
定
価
格
を
公

表
し
て
い
る
。

�

�

　

村
直
営
の
ス
キ
ー
場
や
ビ
ー
ル

園
、第
三
セ
ク
タ
ー
運
営
の
ゴ
ル
フ

場
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
る
村
で

は
、村
直
営
の
ホ
テ
ル
と
し
て
は
四

軒
目
に
当
た
る「
胎
内
ロ
イ
ヤ
ル

パ
ー
ク
ホ
テ
ル
」が
オ
ー
プ
ン
、人
気

を
呼
ん
で
い
る
。客
室
四
三
室
、収
容

人
員
二
二
七
人
で
、露
天
ぶ
ろ
、屋
内

プ
ー
ル
等
が
整
っ
て
い
る
。

�

�

　

昨
年
秋
に
開
催
し
た「
星
野
富
弘
・

花
の
詩
画
展
」
に
お
い
て
、
町
民
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
働
き
に
よ
っ
て
三
百

五
十
万
円
の
剰
余
金
が
出
た
町
で

は
、
そ
の
剰
余
金
を
活
用
し
「
芸
術

文
化
振
興
基
金
」
を
創
設
し
た
。
著

名
な
芸
術
家
の
展
覧
会
や
演
奏
会
な

ど
芸
術
文
化
活
動
の
経
費
に
限
定
し

て
活
用
し
て
い
く
。

�

�

　

町
の
教
育
施
設
に
つ
い
て
提
言
し

て
も
ら
う
特
別
職
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ク

リ
エ
イ
タ
ー
」
を
新
設
し
た
町
は
、

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
で
カ
ラ
ー
ア

ナ
リ
ス
ト
の
桶
村
久
美
子
さ
ん
を
同

ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
任
命
し
た
。
非
常

勤
で
、
色
を
通
じ
た
独
自
の
教
育
活

動
を
展
開
し
て
も
ら
い
、
子
供
た
ち

村
直
営
の

ホ
テ
ル
が
オ
ー
プ
ン

新
潟
県

黒
川
村

芸
術
振
興
基
金
を
創
設

長
野
県

真
田
町

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ク
リ
エ
イ
タ
ー

を
任
命

岐
阜
県

萩
原
町

の
創
造
性
を
高
め
て
い
く
。

�

�

　

町
民
自
身
が
考
え
る
ま
ち
づ
く
り

の
ア
イ
デ
ア
を
行
政
に
生
か
す
た

め
、
町
は
一
般
公
募
し
た
町
民
に
よ

る「
ま
ち
づ
く
り
Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
委
員
会
」

を
発
足
さ
せ
、
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。
委
員
に
は
町
内
の
成
人
男
女
三

十
二
人
が
応
募
。
水
と
緑
、
教
育
、

福
祉
な
ど
の
テ
ー
マ
ご
と
の
分
科
会

で
議
論
を
重
ね
て
い
る
。

�

�

　

町
は
、
単
身
で
生
活
し
て
い
る
高

齢
者
な
ど
に
昼
食
を
配
食
す
る
「
単

身
老
人
等
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を

実
施
し
て
い
る
。
対
象
は
、
六
十
五

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
と

夫
婦
と
も
に
八
十
歳
以
上
の
二
人
世

帯
で
、
申
し
込
む
と
週
一
回
昼
食
が

配
達
さ
れ
る
。
利
用
料
金
は
一
食
当

た
り
三
百
円
。

�

�

　

温
泉
源
探
査
に
よ
り
国
道
が
交
差

す
る
神
末
（
こ
う
ず
え
）
地
区
で
温

泉
が
出
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
分

か
っ
た
村
で
は
、
神
末
に
建
設
予
定

の
「
道
の
駅
」
に
温
泉
を
併
設
す
る

計
画
を
進
め
て
い
る
。
道
の
駅
の
機

能
に
温
泉
を
加
え
る
こ
と
で
、
集
客

増
を
図
っ
て
い
く
の
が
ね
ら
い
。
現

在
温
泉
掘
削
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

�

�

　

町
は
、
韓
国
・
襄
陽
（
や
ん
や
ん
）

郡
と
の
相
互
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

県
か
ら
の
提
案
を
き
っ
か
け
に
今

町
民
公
募
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
委
員
会
を
発
足

静
岡
県

吉
田
町

単
身
高
齢
者
等
に

昼
食
を
配
食

愛
知
県

旭

町

道
の
駅
に
温
泉
併
設
を
計
画

奈
良
県

御
杖
村

韓
国
・
襄
陽
郡
と
相
互
交
流

鳥
取
県

大
山
町

春
、
訪
韓
団
を
派
遣
し
て
合
意
さ
れ

た
も
の
で
、
六
月
に
襄
陽
郡
主
な
ど

が
町
を
訪
れ
、
ま
た
、
大
山
の
夏
山

開
き
に
も
招
い
た
。
一
方
、
今
秋
同

郡
で
開
催
さ
れ
た
マ
ツ
タ
ケ
祭
り
に

同
町
関
係
者
が
訪
れ
て
い
る
。

�

�

　

美
し
く
て
明
る
い
豊
か
な
ま
ち
を

掲
げ
る
町
は
、
町
民
に
清
掃
な
ど
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
安
心
し
て
参

加
し
て
も
ら
お
う
と
、
自
治
会
な
ど

の
団
体
が
主
催
す
る
奉
仕
活
動
で
町

民
が
負
傷
し
た
り
死
亡
し
た
場
合
、

最
高
三
百
万
円
の
見
舞
金
を
支
給
す

る
条
例
を
制
定
し
た
。

�

�

　

担
任
の
負
担
を
軽
減
し
、
児
童
の

学
習
効
果
を
上
げ
る
こ
と
を
ね
ら
い

に
、
町
は
、
複
式
学
級
が
あ
る
山
間

部
の
梶
山
小
学
校
と
長
田
小
学
校
に

補
助
職
員
二
人
を
配
置
し
た
。
町
が

教
諭
経
験
者
を
独
自
に
採
用
し
た
も

の
で
、
県
内
で
は
初
の
取
り
組
み
。

担
任
教
諭
と
連
携
し
て
児
童
を
指
導

し
て
い
る
。

�

�

　

町
は
、
海
外
留
学
を
希
望
す
る
町

民
に
一
律
百
万
円
の
奨
励
金
を
支
給

す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
る
。
対
象

は
、
自
己
負
担
で
一
年
又
は
一
学
年

以
上
国
外
留
学
す
る
満
十
三
歳
〜
二

十
五
歳
の
町
民
で
、
受
給
し
た
留
学

生
又
は
保
護
者
は
引
き
続
き
同
町
に

三
年
以
上
住
む
こ
と
が
条
件
。

奉
仕
活
動
中
の

事
故
に
見
舞
金

山

口

県

田
布
施
町

複
式
学
級
に

補
助
職
員
を
配
置

宮
崎
県

三
股
町

海
外
留
学
す
る

町
民
に
奨
励
金
支
給

鹿
児
島
県

桜

島

町

カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ
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随 想
　

馬
と
牛
と
犬
と
鼠
と
竜
と
猿
が
一
つ
屋

根
の
下
に
住
み
、
時
に
は
大
き
な
声
で

笑
っ
た
り
泣
い
た
り
し
て
い
る
奇
妙
な
家

が
、
私
の
家
庭
で
あ
り
家
族
で
あ
り
ま

す
。
私
は
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
北
方
町 
寅 
一
と
ら

〇
〇
三
番
地
に 
午 
の
年
に
生
ま
れ
、
現
在

う
ま

は 
丑 
の
地
区
に 
丑 
年
生
ま
れ
の
妻
と
、

う
し 

う
し

 
戌 
・ 
子 
・ 
辰 
・ 
申 
年
生
ま
れ
の
子
供
や
孫

い
ぬ 

ね 

た
つ 

さ
る

と
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
故
郷
北
方
町
は
、
二
〇
〇
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
あ
る
土
地
を 
干  
支 
（

え 

と

 
子 ね 
丑 うし

 
寅  
卯  
辰  
巳  
午  
未  
申  
酉  
戌  
亥 
）の

と
ら 

う 

た
つ 

み 

う
ま 
ひ
つ
じ 
さ
る 

と
り 

い
ぬ 

い

十
二
支
で
土
地
区
分
を
し
て
い
る
日
本
で

唯
一
の
町
で
あ
り
ま
す
。

　

干
支
は
今
を
遡
る
こ
と
約
四
〇
〇
〇
年

前
、
中
国
古
代
王
朝
で
あ
る
「 
殷 
」
と
い

い
ん

う
国
が
、
特
別
な
占
い
に
使
っ
た
と
さ
れ

る 
甲  
骨 
文
字
に
始
ま
る
と
さ
れ
、
現
存
す

こ
う 
こ
つ

る
最
古
の
漢
字
資
料
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
干
支
に
接
し
た
日
本
人
は
、
北

部
九
州
の
弥
生
人
で
、
中
国
か
ら
輸
入
さ

れ
た
鏡
に
書
か
れ
た
年
号
の
干
支
を
見
て

か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
あ
な
た
は
何
年
生
ま
れ
」、「
今
年
は

巳
年
だ
」
と
か
、
年
賀
状
の
図
柄
に
は
干

支
の
動
物
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
し
、
旧
暦
の

正
月
や
お
盆
の
慣
わ
し
、
六
月
の
土
用
の

丑
の
日
に
う
な
ぎ
を
食
べ
る
こ
と
、
妊
婦

の
岩
田
帯
は
五
ケ
月
目
の
戌
の
日
を
選
ぶ

習
慣
等
、
現
在
で
も
生
活
に
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

各
地
の
お
土
産
店
で
も
干
支
に
関
す
る
土

産
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し
、「
草
木

も
眠
る
丑
三
つ
時
」
な
ど
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
方
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

干
支
を
図
案
化
し
た
六
二
〇
基
の
「
干

支
の
街
灯
」や「
干
支
の
道
路
標
識
」、「
干

支
案
内
板
」
の
設
置
、「
干
支
石
ケ
ン
」

や
「
竹
酢
の
え
と
姫
」
等
の
特
産
品
の
開

発
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

卯
の
地
区
に
は
、
旧
建
設
省
の
手
づ
く

り
郷
土
賞
を
受
賞
し
た
吊
り
床
版
橋
「
う

さ
ぎ
橋
」
や
「
干
支
大
橋
」、
そ
し
て
日

本
最
大
級
の
人
工
芝
ス
キ
ー
場
と
風
力
発

電
（
七
五
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
を
有
す
る
森

林
レ
ジ
ャ
ー
施
設
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
ラ
ン
ド
」
を

は
じ
め
、
町
内
の
小
学
校
に
入
学
す
る
一

年
生
が
、
小
学
校
を
卒
業
す
る
時
に
支
給

す
る
「
Ｅ
Ｔ
Ｏ
っ
子
祝
金
」
十
二
万
円
等

干
支
を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
戸
籍
や
徴
税
に
用
い
ら
れ

て
き
た
「 
門 
」
制
度
が
明
治
時
代
に
廃
止

か
ど

さ
れ
、
全
国
的
に
大
字
・
小
字
・
地
番
へ

と
改
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
当
時
の
北

方
は
、
総
筆
数
が
一
九
、五
七
七
筆
と
い

う
膨
大
な
数
で
し
た
。
天
文
学
に
優
れ
た

知
識
を
も
っ
て
い
た
第
三
代 
戸
長  
古  
川  
定 

こ
ち
ょ
う 
ふ
る 
か
わ 
さ
だ

 
明 （
明
治
十
二
年
〜
十
九
年
に
在
職
）
は
、

は
る明

治
十
五
年
、
宮
崎
県
が
ま
だ
鹿
児
島
県

に
併
合
さ
れ
て
い
た
頃
、
発
行
し
た
地
券

に
干
支
を
用
い
た
朱
印
を
押
印
し
て
配
布

を
し
て
い
ま
す
が
、
明
治
二
十
二
年
町
村

制
施
行
時
に
は
、
干
支
で
完
全
に
土
地
区

分
制
が
完
成
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
が
流

れ
、
現
在
の
本
町
の
筆
数
も
約
五
九
、〇

〇
〇
筆
に
増
え
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
時
代

の
行
政
業
務
に
お
い
て
も
、
こ
の
干
支
の

土
地
区
分
制
度
で
、
何
の
支
障
も
な
く
事

務
処
理
が
行
え
る
の
も
、
い
か
に
こ
の
制

度
が
後
世
の
土
地
事
情
を
考
慮
し
た
合
理

的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
改
め
て
先
人

の
知
恵
に
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　

中
国
四
〇
〇
〇
年
の
文
化
財
「
干
支
」

は
、
こ
う
し
て
宮
崎
県
北
方
町
で
町
づ
く

り
の
柱
と
し
て
い
き
い
き
と
光
り
輝
い
て

い
ま
す
。

　

そ
の
中
国
か
ら
竹
の
子
、
生
椎
茸
、
野

菜
等
々
の
農
林
産
物
が
低
価
格
で
多
量
輸

入
さ
れ
、
本
町
の
農
家
も
打
撃
を
受
け
て

い
る
事
実
を
、
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
も
又
、
中
国
、
山
東
省
か
ら
一
九

四
五
年
に
三
菱
鉱
山
槇
峰
鉱
業
所
に
、
強

制
連
行
さ
れ
労
働
を
強
い
ら
れ
殉
難
し

た
、
七
六
名
の
御
霊
を
祀
る
中
国
人
殉
難

者
慰
霊
祭
を
挙
行
し
、
殉
難
者
の
御
霊
に

弔
慰
の
誠
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
両
国
間

の
親
善
と
平
和
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を

約
束
し
た
九
月
十
一
日
で
あ
り
ま
し
た
。

　

近
く
を
流
れ
る
綱
の
瀬
川
の
せ
せ
ら
ぎ

と
虫
の
奏
で
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
聞
こ
え
る

こ
の
季
節
に
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
何
年
も

何
十
年
も
引
き
継
が
れ
、
世
界
の
恒
久
平

和
と
繁
栄
を
願
う
日
が
あ
っ
て
欲
し
い
と

思
う
の
は
欲
張
り
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
雇
用
の
場
が
無
く
、
農
村
の

若
者
は
都
会
に
憧
れ
、
少
子
化
は
更
に
進

み
、
大
切
な
行
事
も
継
続
が
難
し
い
時
代

が
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

う
さ
ぎ
お
い
し
か
の
山
、
こ
ぶ
な
つ
り

し
か
の
川
等
の
た
く
さ
ん
の
童
謡
が
生
ま

れ
た
山
村
の
価
値
は
何
で
し
ょ
う
か
。
人

は
皆
、
空
気
が
美
味
し
い
、
水
が
う
ま
い
、

緑
が
美
し
い
と
言
う
。
そ
れ
を
造
る
自
然

は
お
金
に
換
算
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。

　

農
山
村
の
発
展
充
実
こ
そ
が
、
総
て
の

発
展
に
繋
が
る
こ
と
を
信
じ
、「
こ
こ
ろ
」

と
「
ひ
と
」
と
「
も
の
」
と
「
ふ
る
さ
と
」

を
大
切
に
し
て
「
日
本
唯
一
干
支
の
町
き

た
か
た
」
の
町
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

牛
や
兎
、
羊
や
馬
や
猿
、
猪
の
十
二
支

の
動
物
が
歓
迎
し
ま
す
北
方
町
へ
是
非
一

度
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　■
 

故
郷
と
十
二
支

宮崎県町村会長

 北  方 町 長
きた かた

佐 藤 嘉 紘
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内
閣
府
は
こ
の
ほ
ど
、「
国
土
の
将
来

像
に
関
す
る
世
論
調
査
を
ま
と
め
た
。

　

具
体
的
に
は
、
①
生
活
環
境
、
②
国
土

づ
く
り
、
③
防
災
対
策
・
環
境
、
④
今
後

の
国
土
整
備
な
ど
四
点
に
つ
い
て
の
意
識

と
、
⑤
今
後
の
国
土
づ
く
り
に
力
を
入
れ

る
べ
き
点
の
計
五
項
目
に
関
す
る
調
査
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
生
活
環
境

に
つ
い
て「
理
想
の
居
住
地
域
は
ど
こ
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
地
方
の
町
村
」

と
回
答
し
た
人
が
前
回
調
査
か
ら
六
・
六

％
上
昇
し
、
二
三
・
八
％
と
最
も
高
い
割

合
を
示
し
た
。
ま
た
、「
ほ
か
の
と
こ
ろ

に
移
り
住
む
場
合
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
住
ん
で
み
た
い
か
」と
い
う
問
い
に
は
、

「
生
活
が
便
利
な
と
こ
ろ
」と
答
え
た
人
が

前
回
よ
り
六
・
七
％
減
少
し
て
三
五
・
五

％
と
な
っ
た
の
対
し
て
、「
自
然
環
境
に

恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
」
と
答
え
た
人
は
一
・

九
％
上
昇
し
て
四
三
・
七
％
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、「
自
然
環
境
」
と
答
え
た
人
は
、

移
り
住
む
際
に
考
慮
す
べ
き
点
と
し
て
、

「
医
療
・
福
祉
の
充
実
」「
希
望
す
る
就
業

や
所
得
の
確
保
」
等
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
④
今
後
の
国
土
整
備
の
あ

り
方
に
関
す
る
意
識
の
項
目
で
、「
地
域

づ
く
り
へ
の
住
民
参
加
に
お
い
て
、
ど
の

程
度
の
規
模
な
ら
参
加
し
た
い
と
思
う

か
」
と
い
う
問
い
対
し
て
は
、「
自
分
の
市

町
村
程
度
の
範
囲
」と
答
え
た
者
が
四
一
・

四
％
と
最
も
高
く
、
特
に
町
村
で
高
い
割

合
を
示
し
て
い
る
。

国
土
の
将
来
像
に
関
す
る
世
論

調
査
ま
と
ま
る 

―
内
閣
府
―

森
林
・
林
業
基
本
計
画
答
申

―
林
政
審
議
会
―

　

総
務
省
は
「
地
方
税
電
子
化
推
進
協
議

会
」（
会
長　

金
子　

宏　

学
習
院
大
学
教

授
）
幹
事
会
の
総
括
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
に
お
い
て
、
こ
の
度
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
地
方
税
の
電
子
化
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
申
告
シ
ス
テ
ム
の
導

入
等
）
の
促
進
等
を
は
か
る
具
体
的
な
検

討
を
開
始
し
た
。

　

こ
れ
は
、
政
府
に
お
い
て
、
電
子
政
府

の
実
現
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
「
電

子
自
治
体
の
推
進
」
が
打
ち
出
さ
れ
、
そ

の
代
表
例
と
し
て「
地
方
税
の
電
子
申
告
」

が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
を
受
け
て
、
総
務

省
、
全
国
知
事
会
・
市
長
会
・
町
村
会
、

全
国
地
方
税
務
協
議
会
、
学
識
経
験
者
等

の
代
表
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
地
方

税
の
特
性
に
マ
ッ
チ
し
た
望
ま
し
い
電
子

化
の
推
進
方
策
の
確
立
、
及
び
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
地
方
税
の
電
子
化
に
関
す

る
重
点
施
策
の
促
進
等
に
よ
り
、
地
方
税

の
電
子
化
の
推
進
を
図
る
た
め
に
設
置
さ

れ
た
も
の
。
町
村
側
か
ら
は
埼
玉
県
杉
戸

町
の
実
務
担
当
者
が
参
画
し
て
い
る
。

　

検
討
項
目
に
つ
い
て
は
、
①
申
告
項
目

等
統
一
す
べ
き
制
度
的
、
技
術
的
仕
様
②

地
方
公
共
団
体
の
実
情
を
踏
ま
え
た
導
入

方
針
③
導
入
後
の
地
方
公
共
団
体
間
の
協

力
の
あ
り
方
そ
の
他
税
務
行
政
運
営
上
の

諸
問
題
④
そ
の
他
地
方
税
電
子
申
告
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
当
た
り
必
要
な
検
討
事
項

―
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て

地
方
公
共
団
体
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
有

識
者
で
構
成
す
る
幹
事
会
を
設
置
し
検
討

す
る

　

幹
事
会
の
開
催
を
受
け
て
総
括
及
び
個

別
税
目
に
つ
い
て
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

を
開
催
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
課
題
に
つ

い
て
、
通
信
・
放
送
機
構
と
課
題
の
提
示
・

整
理
等
連
携
し
な
が
ら
、
お
お
む
ね
整
理

が
つ
い
た
時
点
で
幹
事
会
に
報
告
、
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
報
告
書
を
取
り
ま
と

め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

地
方
税
電
子
化
推
進
協
議

会
・
具
体
的
検
討
始
ま
る

　

十
月
十
五
日
、
林
政
審
議
会
は
森
林
・

林
業
基
本
計
画
の
答
申
を
行
っ
た
。
同
計

画
は
森
林
・
林
業
基
本
法
に
掲
げ
ら
れ
た

基
本
理
念
や
施
策
の
基
本
方
向
を
具
体
化

す
る
も
の
で
、
今
後
二
十
年
程
度
を
見
通

し
て
、
①
森
林
・
林
業
施
策
の
基
本
的
な

方
針
、
②
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の

発
揮
並
び
に
林
産
物
の
供
給
・
利
用
の
目

標
、
③
政
府
が
講
ず
べ
き
施
策
、
④
施
策

を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
―
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
。

　

計
画
で
は
、
全
国
の
森
林
二
、
五
一
〇

万
㌶
を
、
重
視
す
べ
き
機
能
に
応
じ
、
①

水
土
保
全
林
（
水
源
か
ん
養
、
山
地
災
害

防
止
機
能
を
重
視
）
一
、
三
〇
〇
万
㌶
、

②
森
林
と
人
と
の
共
生
林
（
生
活
環
境
保

全
、
保
健
文
化
機
能
を
重
視
）
五
五
〇
万

㌶
、
③
資
源
の
循
環
利
用
林
（
木
材
等
生

産
機
能
を
重
視
）
六
六
〇
万
㌶
―
に
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
発
揮
す
る
よ
う

な
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
区
分
ご
と
に
望
ま
し
い
森

林
へ
の
誘
導
の
考
え
方
を
提
示
し
て
お

り
、
基
本
的
に
は
森
林
を
一
度
に
伐
採
、

植
林
を
繰
り
返
す
「
育
成
単
層
林
」
を
段

階
的
に
削
減
し
な
が
ら
、
択
伐
等
で
徐
々

に
更
新
す
る
「
育
成
複
層
林
」
を
増
や
し
、

現
行
の
森
林
面
積
を
将
来
も
維
持
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

　

木
材
の
供
給
量
に
つ
い
て
は
、
十
一
年

の
実
績
二
千
万
�
を
、
二
十
二
年
に
は
二

千
五
百
万
�
に
、
林
道
延
長
に
つ
い
て
は

十
一
年
度
末
の
一
二
万
七
千
㎞
を
、
四
十

年
後
に
は
二
七
万
㎞
と
す
る
目
標
を
掲
げ

て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
森
林
・
林
業
基
本
計
画
は
、

十
月
二
十
六
日
、
全
国
森
林
計
画
の
変
更

と
と
も
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。


